
証券コード 9552
2023年２月27日

（電子提供措置の開始日 2023年２月20日）

株 主 各 位
東京都千代田区丸の内１－８－１

丸 の 内 ト ラ ス ト タ ワ ー Ｎ 館 18 階

株式会社M＆A総合研究所
代 表 取 締 役 社 長 佐 上 峻 作

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本臨時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提

供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサ

イトに「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブ

サイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト https://masouken.com/

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブ

サイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サー

ビス）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情

報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げ

ます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、お

手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決

権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2023年３月13日（月曜日）午後６時までに到

着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具
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記

1． 日 時 2023年３月14日（火曜日）午後１時（受付開始 午後０時30分）

2． 場 所 東京都中央区八重洲一丁目８番16号 新槇町ビル12階

ＴＫＰ東京駅カンファレンスセンター ホール12Ａ

（会場が前回の定時株主総会と異なっておりますので、末尾の

会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意く

ださい。）

3． 目的事項

決議事項

第１号議案 新設分割計画承認の件

第２号議案 定款一部変更の件

4. 招集にあたって

の決定事項

ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の

表示をされない場合は、賛成の意思表示があったものとして取

り扱います。

以 上

＜株主様へのお願い＞

・ご出席を検討されている株主様におかれましては、健康状態をお確かめのうえ、マス

ク着用などの感染症予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願いいたします。

・発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、入場をお断りする場合がご

ざいます。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙をご提出くださいますよ

うお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイ

ト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させてい

ただきます。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 新設分割計画承認の件
１．新設分割を行う理由

当社は「Ｍ＆Ａ Ｔｅｃｈにより未来のＭ＆Ａ市場を創造する」という企業理念

のもと、従来のＭ＆Ａ仲介サービスに存在するアナログな手法をテクノロジーによ

り刷新することにより、「成約スピードの向上」と「価格の抑制」を実現し、多くの

会社がＭ＆Ａという選択肢を検討できる会社を創ることを目指しており、これらの

取り組みを通じ、企業価値の最大化を図ることを経営方針としております。

このような経営方針の中、今後の当社グループの成長加速及び事業拡大並びに、

より強固な経営基盤の構築を実現するための経営体制として持株会社体制へ移行す

ることが最適であると判断いたしました。そこで、持株会社体制への移行のため、

新設分割（以下「本新設分割」といいます。）を実施いたしたく存じます。

新体制への移行を通じて、当社は持株会社としてグループの持続的成長と企業価

値向上のため、事業戦略及び税務戦略並びにブランド戦略の立案や、グループの資

本効率やリスク管理及び人的資本の強化、グループ各社の経営執行に対する支援と

監督機能を担い、グループ全体の事業拡大と収益改善に向けた取り組みを行ってま

いります。

また、グループ各社においては、独立した企業としての責任の下で事業構造改革

と成長戦略の実現に向けた取り組みを自立的に展開することを目標とし、企業価値

の向上と資本効率の向上に向けた取り組みを行ってまいります。

なお、今回の会社分割により新設分割会社である当社が新設分割設立会社に承継

させる資産合計額は、新設分割計画策定時点においては、当社の総資産額の５分の

１以下となり、会社法第805条の定める株主総会の決議を要しない簡易新設分割の要

件を満たすこととなる見込みですが、これまでの当社のメインビジネスを新設分割

設立会社に移管することの重要性に鑑み、株主総会での承認をお願いするものであ

ります。株主の皆様におかれましては、このたびの持株会社への移行の趣旨にご賛

同いただき、本新設分割に係る新設分割計画につきご承認賜りますようお願い申し

上げます。
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２．新設分割計画の内容の概要

新設分割計画の内容の概要は以下のとおりです。

新設分割計画（写）

株式会社M&A総合研究所（以下「当社」という）は、当社のM＆A仲介事業（新設分割

設立会社（以下「新設会社」という）設立の日前に当社が受託した案件に係る契約を

除く。以下「対象事業」という）を新たに設立する新設会社に承継させるために新設

分割（以下「本新設分割」という）を行うこととし、以下の通り新設分割計画（以下

「本計画」という）を作成する。

第1条（新設会社の定款で定める事項）

新設会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数その他定款で定める事

項は、別紙1の定款記載のとおりとする。

第2条（新設会社の設立時取締役等の氏名）

1.新設会社の設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。

佐上峻作

矢吹明大

水谷亮

荻野光

上山亨

2.新設会社の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。

岡本尚樹

東陽亮

熊澤誠

第3条（承継する権利義務等）

新設会社が本新設分割により当社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利

義務は、別紙2のとおりとする。なお、債務及び義務の承継は免責的債務引受の方法に

よる。

第4条（本新設分割に際して交付する新設会社の株式の数）

新設会社は、本新設分割に際し、普通株式10,000株を発行し、その全部を前条に定

める権利義務の対価として当社に割り当て交付する。
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第5条（新設会社の資本金及び準備金の額に関する事項）

新設会社の設立の日における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。

1．資本金の額 100,000,000円

2．資本準備金の額 0円

3．利益準備金の額 0円

第6条（新設会社の成立の日）

新設会社の設立の登記は、2023年3月17日に行う。但し、当社は、必要に応じて、こ

れを変更することができる。

第7条（競業避止義務）

当社は、新設会社が承継する対象事業について、競業避止義務を負わない。

第8条（本新設分割の条件の変更及び中止）

本計画作成後新設会社成立の日までに、天変地変その他の事由により、当社の資産

状態もしくは経営状態に重要な変更が生じたとき又は本新設分割の実行に重大な支障

が生じたときは、当社は、本新設分割の条件その他計画の内容を変更し、又は本新設

分割を中止することができる。

第9条（規定外事項）

本計画に定める事項のほか、本新設分割に関し必要な事項は、本新設分割の趣旨に

従い、当社がこれを決定する。

以上

2023年１月13日

2023年１月25日一部変更

東京都千代田区丸の内一丁目８番１号

丸の内トラストタワーＮ館18階

株式会社Ｍ＆Ａ総合研究所

代表取締役 佐上 峻作 印
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（別紙１）

株式会社Ｍ＆Ａ総合研究所 定款

第１章 総 則

（商号）

第１条 当会社は、株式会社Ｍ＆Ａ総合研究所と称し、英文では、M&A Research

Institute Inc.と表示する。

（目的）

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1 Ｍ＆Ａ（企業の提携・合併・買収）の仲介及びコンサルティング

2 インターネットを利用した各種情報提供サービス及び広告代理店業

3 ウェブコンテンツ・ＥＣ（電子商取引）サイト・ウェブサイトの企画、設計、

開発、制作及び運営

4 アプリケーションソフトウェアの企画、設計、開発、販売、配信及び輸出入

5 販売促進活動に関するコンサルティング

6 経営・財務に関するコンサルティング

7 金融・不動産に関するコンサルティング

8 有価証券・各種金融商品・不動産に関する投資

9 古物商

10 宅地建物取引業

11 損害保険の代理業

12 前各号に附帯関連する一切の業務

（本店の所在地）

第３条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。

（機関）

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

1 取締役会

2 監査役

3 監査役会

（公告の方法）

第５条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
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第２章 株 式

（発行可能株式総数）

第６条 当会社の発行可能株式総数は、10万株とする。

（株券の不発行）

第７条 当会社は、その株式に係る株券を発行しない。

（株式の譲渡制限）

第８条 当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受け

なければならない。

（相続人等に対する売渡請求）

第９条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、

当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

（株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合の募集事項等の決定）

第１０条 当会社は、当会社の株式（自己株式を含む）を引き受ける者の募集をし、

株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、取締役会の決議により、会社法

第199条第１項各号及び同法第202条第１項各号の事項を決定する。

（基準日）

第１１条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決

権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使す

ることができる株主とする。

２ 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確

定するために必要があるときは、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この

場合には、その日を２週間前までに公告するものとする。

第３章 株主総会

（招集）

第１２条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の末日から３ヶ月以内に招集し、

臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。
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（招集通知）

第１３条 株主総会を招集するには、株主総会の日の１週間前までに、議決権を行

使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を行

使することができる株主全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく株主

総会を開催することができる。

（招集権者及び議長）

第１４条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、

他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

（決議の方法）

第１５条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席

した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

２ 会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。

第４章 取締役及び取締役会

（取締役の員数）

第１６条 当会社の取締役は、３名以上とする。

（取締役の選任方法）

第１７条 取締役は、株主総会において選任する。

２ 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

３ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

（取締役の任期）

第１８条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会終結の時までとする。

（代表取締役及び社長）

第１９条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。

２ 取締役会は、その決議によって、取締役社長１名を選定する。
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３ 社長は、当会社を代表する。

（取締役会の招集権者及び議長）

第２０条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、

議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順

序により、他の取締役が招集し、議長となる。

（取締役会の招集通知）

第２１条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の３日前ま

でに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。

２ 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会

を開催することができる。

（取締役会の決議の省略）

第２２条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があ

ったものとみなす。

（取締役会規程）

第２３条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会

において定める取締役会規程による。

（取締役の報酬等）

第２４条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財

産上の利益（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。

（取締役の責任免除）

第２５条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含む）

の会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠

償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除するこ

とができる。

（取締役の責任限定契約）

第２６条 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役

等であるものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契

約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定

する最低責任限度額とする。

― 9 ―

2023年02月10日 13時35分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



第５章 監査役及び監査役会

（監査役の員数）

第２７条 当会社の監査役は、３名以上とする。

（監査役の選任方法）

第２８条 監査役は、株主総会において選任する。

２ 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

（監査役の任期）

第２９条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会終結の時までとする。

２ 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時まで

とする。

（常勤の監査役）

第３０条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

（監査役会の招集通知）

第３１条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の３日前までに発する。

ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。

２ 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催する

ことができる。

（監査役会規程）

第３２条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会

において定める監査役会規程による。

（監査役の報酬等）

第３３条 監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める。

（監査役の責任免除）

第３４条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役（監査役であった者を含む）

の会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠

償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除するこ

とができる。
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（監査役の責任限定契約）

第３５条 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当

該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。

第６章 計 算

（事業年度）

第３６条 当会社の事業年度は、毎年10月１日から翌年９月30日までの年１期とす

る。

（剰余金の配当等）

第３７条 当会社の期末配当の基準日は、毎事業年度末日とする。

２ 前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主名簿に記載

又は記録ある株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。

（剰余金の配当の除斥期間）

第３８条 剰余金の配当が、支払の提供をした日から３年を経過しても受領されな

いときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。

２ 未払の配当金には、利息をつけない。
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（別紙２）

承継権利義務明細表

新設会社は、当社から、新設会社成立の日において対象事業に属する以下の資産、
債務、雇用契約その他の権利義務を承継する。

1.資産
(1) 流動資産

現金及び預金 ５億円
対象事業のみに係る一切の流動資産（現金及び預金を除く）

(2) 固定資産
対象事業のみに係る一切の固定資産
なお、当社が保有する商標権及び2023年２月頃に設立予定の資産運用に関す
るコンサルティング事業を行う当社の子会社の株式は含まれない。

2.負債
(1) 流動負債

対象事業のみに係る一切の流動負債

(2) 固定負債
対象事業のみに係る一切の固定負債

3.契約上の地位
(1) 対象事業に関連して締結した契約及びこれに基づく個別契約その他の契約

上の地位及びこれらに付随する権利義務

(2) 前号にかかわらず、以下に掲げる契約並びに対象事業以外の当社の事業に
も関連して締結された契約及びこれに基づく対象事業以外の当社事業に関連
する個別契約は新設会社には承継されない。
・ 新設会社設立の日時点で当社が締結中のすべてのアドバイザリー業務契

約及びこれに基づく個別契約その他の契約に係る契約上の地位及びこれ
らに付随する権利義務

・ 当社東京本社、大阪オフィス及び名古屋オフィスの賃借・使用に関連す
る契約並びにこれらのオフィスに設置される設備・備品の賃借・使用に
関連する契約

4.雇用契約
新設会社設立の日時点で当社が締結中のすべての雇用契約上の地位及びこれ
らの契約に基づき発生する権利義務を新設会社に承継させる。

以上
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３．会社法施行規則第205条第１号から第６号までに定める内容の概要

(1) 分割対価の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第205条第１号イ）

①交付する株式数の相当性に関する事項

本新設分割により、新設会社は、普通株式10,000株を新たに発行し、そのす

べてを当社に割当て交付します。当社は、本新設分割に際して新設会社が発行

するすべての普通株式を取得することから、新設会社が交付する株式の数につ

いては、当社が任意に定めることができるため、新設会社の適正かつ効率的な

管理等を考慮して、上記の数をもって相当であると判断いたしました。

②資本金及び準備金の額に関する事項

当社は、新設会社の資本金及び準備金の額について、新設会社の安定的な財

務基盤を形成することを目的として、本新設分割により新設会社が承継する資

産等及び新設会社の今後の事業活動等の事情を考慮し、会社計算規則に従い、

新設分割計画に記載の額をもって相当であると判断いたしました。

(2) 新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第205条第３号）

該当事項はありません。

(3) 他の新設分割会社に関する事項（会社法施行規則第205条第４号及び第５号）

該当事項はありません。

(4) 当社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則

第205条第６号イ）

該当事項はありません。
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第２号議案 定款一部変更の件
1．提案の理由
第１号議案に係る新設分割により当社が持株会社へ移行することに伴い、また、

新たに子会社を設立して資産運用に関するコンサルティング事業を開始する予定で
あることを踏まえた当社の事業目的の明確化のため、当社の商号及び事業目的を変
更するものであります。

2．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
なお、本議案に係る定款一部変更は、第１号議案の新設分割計画承認の件が原案

どおり承認可決され、当該新設分割の効力が発生することを条件として、当該新設
分割の効力発生日（2023年３月17日予定）において効力を生じるものとします。

（下線は変更部分を指します。）
現 行 定 款 変 更 案

（商号）
第1条 当会社は、株式会社Ｍ＆Ａ総合研究所
と称し、英文では、M&A Research Institute
Inc.と表示する。

（目的）
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。

１ Ｍ＆Ａ（企業の提携・合併・買収）の仲
介及びコンサルティング
２ インターネットを利用した各種情報提供
サービス及び広告代理店業
３ ウェブコンテンツ・ＥＣ（電子商取引）
サイト・ウェブサイトの企画、設計、開発、
制作及び運営
４ アプリケーションソフトウェアの企画、
設計、開発、販売、配信及び輸出入
５ 販売促進活動に関するコンサルティング
６ 経営・財務に関するコンサルティング
７ 金融・不動産に関するコンサルティング
＜新設＞

８ 有価証券・各種金融商品・不動産に関す
る投資
９ 古物商
10 宅地建物取引業
11 損害保険の代理業
＜新設＞

12 前各号に附帯する一切の業務

（商号）
第1条 当会社は、株式会社Ｍ＆Ａ総研ホール
ディングスと称し、英文では、M&A Research
Institute Holdings Inc.と表示する。

（目的）
第2条 当会社は、次の事業を営むこと及び次
の事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合

（外国における組合に相当するものを含む。）
その他これらに準ずる事業体の株式又は持分
を保有することにより、当該会社等の事業活
動を支配・管理することを目的とする。
１ Ｍ＆Ａ（企業の提携・合併・買収）の仲
介及びコンサルティング
２ インターネットを利用した各種情報提供
サービス及び広告代理店業
３ ウェブコンテンツ・ＥＣ（電子商取引）
サイト・ウェブサイトの企画、設計、開発、
制作及び運営
４ アプリケーションソフトウェアの企画、
設計、開発、販売、配信及び輸出入
５ 販売促進活動に関するコンサルティング
６ 経営・財務に関するコンサルティング
７ 金融・不動産に関するコンサルティング
８ 資産運用に関するコンサルティング
９ 有価証券・各種金融商品・不動産に関す
る投資
10 古物商
11 宅地建物取引業
12 損害保険の代理業
13 金融商品取引法に規定する、第一種金融
商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運
用業、投資助言・代理業及び金融商品仲介業
14 前各号に附帯関連する一切の業務

以 上
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臨時株主総会会場ご案内図

会 場
東京都中央区八重洲一丁目８番16号新槇町ビル12階
TKP東京駅カンファレンスセンター ホール12Ａ

交 通

JR山手線東京駅八重洲中央口徒歩１分
JR総武線快速東京駅八重洲中央口徒歩１分
JR横須賀線東京駅八重洲中央口徒歩１分
東京メトロ丸ノ内線東京駅自由通路経由徒歩７分

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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